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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一つ以上のエラストマー層及び高強度のファブリック層を含むグローブの製造方法であっ
て、
ａ）１つ以上の有機溶媒中または水中の１つ以上のエラストマーの１つ以上の同一または
異なる溶液中に、少なくとも一回、金型を浸漬してエラストマー層を形成する工程；
ｂ）先の工程から得られるような該エラストマー層の１つ以上の部分または全体へ高強度
ファブリック層を適用して高強度ファブリック層を形成する工程；
ｂ’）高強度ファブリック層を、該ファブリック層と直接接触するエラストマーについて
の少なくとも１つの溶媒で含浸する工程；次いで
ｃ）それを裏返しにすることによるグローブの取り出し工程
を包含すること、並びに
接着剤がファブリックをエラストマーに固定することを必要としないことを特徴とする、
グローブの製造方法。
【請求項２】
一つ以上のエラストマー層及び高強度のファブリック層を含むグローブの製造方法であっ
て、
ａ）１つ以上の有機溶媒中または水中の１つ以上のエラストマーの１つ以上の同一または
異なる溶液中に、少なくとも一回、金型を浸漬してエラストマー層を形成する工程；
ｂ）先の工程から得られるような該エラストマー層の１つ以上の部分または全体へ高強度
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ファブリック層を適用して高強度ファブリック層を形成する工程であり、該ファブリック
層が該ファブリック層と直接接触するエラストマーについての少なくとも１つの溶媒で予
め含浸される（ｐｒｅ－ｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄ）、工程；次いで
ｃ）それを裏返しにすることによるグローブの取り出し工程
を包含すること、並びに
接着剤がファブリックをエラストマーに固定することを必要としないことを特徴とする、
グローブの製造方法。
【請求項３】
工程ｂ）の間に適用された前記高強度ファブリック層が、非イオン性界面活性剤を必要に
応じて含む水で予め含浸される（ｐｒｅ－ｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄ）ことを特徴とする、
請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
工程ｂ）の前に、工程ａ）の間に前記金型上で得られた各エラストマー層を乾燥する工程
ａ’）を包含することを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
裏返しにすることによってグローブを取り出す工程ｃ）の直前に、金型/エラストマー/高
強度ファブリックアセンブリを乾燥する工程を包含することを特徴とする、請求項１～４
のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
前記エラストマーが、ポリウレタン、クロロスルホン化ポリエチレン、ポリクロロプレン
、ブチルゴム、合成または天然のポリイソプレン、ポリビニルアルコールおよびそれらの
混合物によって形成される群から選択されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか
１項に記載の製造方法。
【請求項７】
前記工程b)が、該エラストマー層の１つ以上の部分へ高強度ファブリック層を適用して高
強度ファブリック層を形成する工程である請求項１～６のいずれか１項に記載の製造方法
。
【請求項８】
前記工程a)において、エラストマーが、単一の連続相として存在する、１つ以上の有機溶
媒中または水中の溶液の形態であることを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記
載の製造方法。
【請求項９】
グローブが使用者の手に接触することが意図されるグローブの表面に高強度ファブリック
を含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１０】
前記高強度ファブリックが、高強力（ｈｉｇｈ－ｔｅｎａｃｉｔｙ）ポリエチレン、高強
力ポリエステル、ポリアラミド（ｐｏｌｙａｒａｍｉｄ）、ポリアミド、ビスコースおよ
びそれらの混合物から選択される、織られたかまたは編まれた、天然または合成繊維から
なることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
前記工程a)において、一つ以上の有機溶媒中のポリウレタン溶液を用いることを特徴とす
る、請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１２】
前記工程a)において、エラストマー層の全体の厚さを０．３～１ｍｍの間にすることを特
徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１３】
グローブが少なくとも１５０Ｎの穿刺強度(puncture strength)を有することを特徴とす
る、請求項１～１２のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１４】
グローブが少なくとも７５Ｎの引き裂き強度（ｔｒｏｕｓｅｒ　ｔｅａｒ　ｓｔｒｅｎｇ
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ｔｈ）を有することを特徴する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い化学的および放射線分解耐性と共に高い機械的性能を示すグローブ、な
らびにこのようなグローブを製造するためのプロセスに関する。
【０００２】
　核工業における適用のために、種々の型のグローブが記載されてきた。
【０００３】
　詳細には、Ｓｉｅｍｅｎｓ　ＡＧの名称での米国特許第５　１６５　１１４号は、放射
性物質を含むグローブボックスにマウントするのに特に適したグローブを開示する。これ
らのグローブは、グローブの内面から外面へ、ポリウレタン層、ゴム層（例えば、クロロ
スルホン化ポリエチレンまたはエチレン－プロピレンコポリマー）、酸化鉛およびポリク
ロロプレンの混合物から形成された層（放射能保護のため）、次いで再び、ゴム層および
ポリウレタン層、ポリウレタンが酸化鉛と反応することを防ぐゴム層の重ね合わせから形
成される。これらのグローブは、放射線に対する保護に適しているが、十分な機械的特性
を有していない。
【０００４】
　さらに、Ｐｉｅｒｃａｎ　ＳＡの名称でのフランス国特許出願第２　７７７　１６３号
は、ヒトの手に接触するように設計されたゴム層（例えば、ブチルゴム）およびポリウレ
タン層を含むグローブを開示する。後者は機械的強度を有するグローブを提供するが、こ
のグローブの内面に存在するゴム層は、使用者の手と接触する場合にポリウレタンの加水
分解を妨げる。このようなグローブは、特に放射活性物質を取り扱うためのグローブボッ
クスにおいて使用され得る。これらは、ｔｈｅ　ＮＦ　ＥＮ　３８８　Ｓｔａｎｄａｒｄ
に従って、２４Ｎの引き裂き強度および５５Ｎの穿刺強度(puncture strength)を有する
。
【０００５】
　しかし、前記の放射性物質を取り扱うのに適したグローブは、十分な機械的特性を示さ
ない。特に、これらの穿刺強度および引き裂き強度は、使用者に最適な保護を提供しない
。
【０００６】
　他方、切断の危険に対する高い保護を提供するグローブが、Ｈｕｔｃｈｉｎｓｏｎの名
称で欧州特許第０　７１６　８１７号において開示されている。これらのグローブは、手
のひらを覆うことを意図されたグローブの表面に高い切断耐性の材料（例えば、パラアラ
ミド繊維のニット）を含むが、手の甲を覆うことを意図されたグローブの表面は、天然ま
たは合成有機繊維の弾性ファブリック（例えば、綿繊維ニット）によって形成される。そ
の外側表面の全体または一部上で、グローブは、特定の薬剤（例えば油または水性物質）
に不透過性の前記の繊維を作製するために、そして隆起を有する物体が取り扱われる場合
にこれらの繊維の早期の摩耗または劣化を妨げるために、前記エラストマーの水性分散体
中にグローブを連続的に浸すことによって、エラストマーでコーティングされ得る。
【０００７】
　使用者の手を効率的に保護するために、ファブリックを不透過性にしそして外部環境か
ら保護するためのこれらの役割は別として、特に穿刺強度および引き裂き強度の観点から
優れた機械的特性を示すエラストマーを使用することが望ましいであろう。この点に関し
て、溶液に由来するエラストマーを使用することがより有利であり、これは、水性分散体
に由来する場合（例えば、特定のポリウレタンの場合）よりも優れた機械的特性を有し得
る。さらに、特定のエラストマーは溶液の形態のみで使用され得、従って例えばブチルゴ
ムの場合と同様に、水性分散体の形態では利用可能でない。
【０００８】
　現在、欧州特許０　７１６　８１７号は、ファブリックをこれらの水性分散体に連続的
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に浸漬することによって、水性分散体の形態のエラストマーのみでコーティングすること
を開示する。当業者に公知であるように、ファブリックをエラストマー溶液中に直接浸漬
することは実際は除外される。なぜなら、エラストマー溶液の高い浸透力のために、エラ
ストマー中でその全体の厚さにわたる完全なファブリックの包含を伴うからである。これ
は、ファブリックの可撓性の損失を生じる。このようにして、得られたグローブは、使用
者がはめるのに特に不快となり、これらの柔軟性の欠如はこれらを手および指の動きに随
伴するのに不適切にする。
【０００９】
　同様に、米国特許第４　７４２　５７８号は、ファブリックコーティングが接着して結
合している合成ゴムラテックス層から形成される外科的グローブを開示する。これらのグ
ローブの製造は、２工程で実行される：
１）ラテックス中に金型を浸漬し、その後乾燥および加硫する工程；次いで
２）敏感な部分にファブリックの一部を接着して結合する工程。
【００１０】
　このようにして、得られたグローブは、ラテックス中に再び浸漬され得る。これはまた
、裏返され得る。これらのグローブの機械的強度および化学的耐性は不十分である。さら
に、放射線に対する耐性は、その文献において言及も示唆もされていない。
【００１１】
　最後に、米国特許第５　２５９　０６９号は、弾性材料から作製された内側グローブか
ら形成された外科的グローブを開示し、この内側グローブは、内側グローブに対して所定
の位置でシールされた弾性材料から作製される第２グローブでカバーされ、ファブリック
の一部は２つの弾性グローブ間に位置し、ファブリックのこれらの部分は２つのグローブ
間で移動し得る。文献は、ラテックスバス中に金型を浸漬することによるグローブの調製
を教示する。これらのグローブは不十分な化学的耐性および機械的強度を示し、そして放
射線に対する耐性は、この文献において言及も示唆もされていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　先行技術において開示されるグローブの欠点の観点から、本発明の目的は、特に穿刺強
度および引き裂き強度に関して高い機械的性能を示し、なお放射性物質および/または化
学薬品を取り扱うのに適したグローブを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　これらの目的は、これらの高い化学的耐性および/またはこれらの放射線分解耐性につ
いて選択された１つ以上のエラストマー層と高い強度のファブリック層を組み合わせるこ
とによって達成される。この目的のために使用されるものは、驚くべきことに、１つ以上
の有機溶媒中または水中の溶液の形態のエラストマーであり、これらは、ファブリックと
の組み合わせ方が当業者に公知でない型のエラストマーである。
【００１４】
　従って、本発明の主題は、以下を含むことに特徴を有する、高い化学的および/または
放射線分解耐性と共に、高い機械的性能を示すグローブである：
－同一であるかまたは異なり、１つ以上の有機溶媒中または水中のエラストマーの溶液か
ら得られる、１つ以上のエラストマー層、
－高強度ファブリックによって、該グローブの内部表面の１つ以上の部分または全体を覆
って強化されている、これらの層。
【００１５】
　本発明の文脈において、用語「放射線分解耐性グローブ」は、放射線の作用に起因する
分解（主にグローブの構造中にクラッキングの出現がない）が使用の数ヶ月後（少なくと
も３ヶ月後、有利には１２～３６ヶ月後またはそれ以上）に視覚によって検出可能でない
、グローブを意味すると理解される。
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【００１６】
　用語「化学的耐性グローブ」は、使用者がいかなる接触も避けなければならない物質（
例えば、皮膚を攻撃する物質または接触が危険である物質（例えば、ウイルス調製物、腐
食性化学薬品））の取り扱いを可能にするグローブを意味すると理解される。
【００１７】
　用語「エラストマー溶液」は、水性エラストマー分散体（またはラテックス）に対して
、単一の連続相として存在する液体形態のエラストマーを意味すると理解される。
【００１８】
　用語「グローブの内部表面」は、使用者の手と接触することが意図されるグローブの表
面を意味すると理解される。
【００１９】
　用語「高強度ファブリック」は、高い穿刺強度および高い引き裂き強度を有するファブ
リックを意味すると理解され、これらは、ＮＦ　ＥＮ　３８８　Ｓｔａｎｄａｒｄに従っ
て決定される。切断耐性のレベルに関して、これは、ファブリックの繊維が編まれる場合
、選択されるファブリックの性質、繊維の直径およびファブリックのメッシュサイズに依
存する。
【００２０】
　ＮＦ　ＥＮ　３８８　Ｓｔａｎｄａｒｄに従って、穿刺強度、切断耐性および引き裂き
強度のレベルは異なる機械的特性を含む。なぜなら、これらは、種々の型の機械的応力に
対する耐性、主に鋭利な物体との接触に対する耐性、切断するための物体との接触に対す
る耐性、およびノッチを有する標本のこのノッチからさらに引き裂かれない能力にそれぞ
れ対応するからである。
【００２１】
　本発明に従うグローブにおいて、前記高強度ファブリックは、有利には、高強力ポリエ
チレン、高強力ポリエステル、ポリアラミド（例えば、ＫＥＶＬＡＲ（登録商標））、ポ
リアミド、ビスコースおよびそれらの混合物から選択される、織られたかまたは編まれた
、天然または合成繊維からなる。
【００２２】
　エラストマー自体は、ポリウレタン、クロロスルホン化ポリエチレン（例えば、ＤｕＰ
ｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ，Ｆｒａｎｃｅによって商標名ＨＹＰＡＬＯＮ（登録商標
）下で販売されている製品）、ポリクロロプレン（例えば、Ｄｕｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍ
ｏｕｒｓ，Ｆｒａｎｃｅによって商標名ＮＥＯＰＲＥＮＥ（登録商標）下で販売される製
品）、ブチルゴム、合成または天然ポリイソプレン、ポリビニルアルコールおよびそれら
の混合物によって形成される群から選択され得る。
【００２３】
　しかし、これらの例は制限するものではない：一般に、有機溶媒中または水中に溶解さ
れ得、そして溶媒の蒸発後にフィルムの形成を可能にする、任意のエラストマーが使用さ
れ得る。
【００２４】
　溶液の形態でエラストマーを使用する［または（例えばポリクロロプレンの場合）同じ
化学的ファミリーに属するが水性分散体の形態で存在するものとは異なる構造を有するエ
ラストマーを使用する］という事実は、これらが水性分散体に由来する場合（例えば、特
定のポリウレタンの場合）よりも優れた機械的特性を有するエラストマーを選択すること
を有利に可能にする。さらに、特定のエラストマーは水性分散体の形態では利用可能でな
いが、溶液の形態でのみ使用され得る（例えばブチルゴムの場合）。
【００２５】
　選択されるエラストマーの性質に依存して、本発明に従うグローブは、高い機械的性能
に加えて、高い化学的および/または放射線分解耐性を示し得る。前記のエラストマーか
ら例を挙げると、ポリウレタン、クロロスルホン化ポリエチレンおよびポリクロロプレン
の使用は、放射線分解耐性グローブを得るのを可能にする。クロロスルホン化ポリエチレ



(6) JP 4392549 B2 2010.1.6

10

20

30

40

50

ン、ポリビニルアルコールおよびポリイソプレン（天然ゴムを含む）はまた、本発明に従
うグローブに液体（水、油、溶媒）に対する優れた化学的耐性を付与する。気体に対する
化学的耐性が所望である場合、ブチルゴムの使用が推奨される。
【００２６】
　本発明に従うグローブの１つの有利な実施形態において、これは以下を含む：
－１つ以上の有機溶媒中の前記ポリウレタンの溶液から得られる、１つ以上のポリウレタ
ンの層、
－高強度ファブリックによって、前記グローブの内部表面の１つ以上の部分または全体を
覆って強化されている、これらの層。
【００２７】
　好ましくは、前記ポリウレタン溶液は、少なくとも１つの極性溶媒を含む。
【００２８】
　このようなグローブは放射線分解に耐性であり、従って放射性環境において使用され得
る。
【００２９】
　本発明に従うグローブにおいて、エラストマー層の全体の厚さは、好ましくは０．３と
１ｍｍとの間である。
【００３０】
　本発明に従うグローブは、エラストマー層の性質に関わらず、有利なことには、少なく
とも１５０Ｎの穿刺強度および少なくとも７５Ｎの引き裂き強度を有し、これらは、ＮＦ
　ＥＮ　３８８　Ｓｔａｎｄａｒｄに従って測定される（すなわち、このスタンダードに
従って、レベル４の穿刺および引き裂き強度）。
【００３１】
　本発明に従うグローブはまた、ＮＦ　ＥＮ　３７４－２　Ｓｔａｎｄａｒｄの意味内で
、熱エージングに対する優れた耐性を有し、そして完全に不透過性である。
【００３２】
　本発明の主題はまた、以下の工程を包含することを特徴とする、前記のグローブを製造
するためのプロセスである：
ａ）１つ以上の有機溶媒中または水中の１つ以上のエラストマーの１つ以上の同一または
異なる溶液中に、少なくとも一回、金型を浸漬する工程；
ｂ）先の工程から得られるような前記エラストマー層の表面の１つ以上の部分または全体
へ高強度ファブリック層を適用する工程；次いで
ｃ）それを裏返しにすることによって該グローブを取り出す工程。
【００３３】
　このプロセスにおいて、有機溶媒および高強度ファブリックは、本発明に従うグローブ
に関して上に定義される。
【００３４】
　エラストマー層の所望の最終厚さに依存して、エラストマー溶液中に金型を浸す工程ａ
）は、２０回まで繰り返され得る（例えば、６～２０回）。この場合において、各エラス
トマー層は、金型がエラストマー溶液中に再び浸漬される前に、少なくとも部分的に乾燥
される。
【００３５】
　本発明に従うプロセスは、工程ｂ）の前に、工程ａ）の間に前記金型に関して得られた
各エラストマー層を乾燥する工程ａ’）を包含し得る。
【００３６】
　本発明に従うプロセスを実行する１つの有利な方法に従って、工程ｂ）の間に塗布され
た前記高強度ファブリック層が、非イオン性界面活性剤を必要に応じて含む水で、または
前記ファブリック層と直接接触するエラストマーについての少なくとも１つの溶媒で予め
含浸される。
【００３７】
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　改良型として、本発明に従うプロセスは、工程ｂ）とｃ）との間に、高強度ファブリッ
ク層を、前記ファブリック層と直接接触するエラストマーについての少なくとも１つの溶
媒で含浸する工程ｂ’）を包含し得る。
【００３８】
　溶媒によるファブリックの含浸が、例えば、ブラッシングによってまたは噴霧によって
ファブリック層に溶媒を適用することによって実施され得る。この含浸はまた、前記エラ
ストマーについて少なくとも１つの溶液中で、以下のいずれかを浸漬することによって実
施され得る：
－ファブリックの溶媒での含浸が工程ｂ）とｃ）との間で実施される場合、金型/エラス
トマー/高強度ファブリックアセンブリ；または
－ファブリックの溶媒での含浸が工程ｂ）の前に実施される場合、ファブリック単独。
【００３９】
　ファブリックを含浸するために使用される溶媒は、後者がエラストマー層に結合される
のを可能にする：これは、それが、ファブリックと接触したエラストマーの表面が部分的
に溶解することを可能にし、その結果、エラストマーとファブリックとの間の界面での接
着を生じるからである。
【００４０】
　本発明に従うプロセスは、好ましくは、それを裏返しにすることによってグローブを取
り出す工程ｃ）の直前に、金型/エラストマー/高強度ファブリックアセンブリを乾燥する
工程ｃ’）を包含する。
【００４１】
　前記のように、本発明に従うプロセスの種々の特徴を考慮して、これは、以下の工程の
連続を包含し得る：
ａ　）１つ以上の有機溶媒中または水中の１つ以上のエラストマーの１つ以上の同一また
は異なる溶液中に、少なくとも一回、金型を浸漬する工程；
ａ’）工程ａ）の間に前記金型に関して得られた各エラストマー層を乾燥する工程；
ｂ　）先の工程後に得られるように前記エラストマー層の表面の１つ以上の部分または全
体へ高強度ファブリック層を適用する工程であり、前記ファブリックは、ことによると、
非イオン性界面活性剤を必要に応じて含む水を吸収し得る、工程；
ｂ’）高強度ファブリック層を、前記ファブリック層と直接接触するエラストマーについ
ての少なくとも１つの溶媒で含浸させる工程；
ｃ’）先の工程後に得られた金型/エラストマー/高強度ファブリックアセンブリを乾燥す
る工程；次いで
ｃ　）それを裏返しにすることによってグローブを取り出す工程。
【００４２】
　本発明に従うプロセスはまた、以下の工程の連続を包含し得る：
ａ　）１つ以上の有機溶媒中または水中の１つ以上のエラストマーの１つ以上の同一また
は異なる溶液中に、少なくとも一回、金型を浸漬する工程；
ａ’）工程ａ）の間に前記金型に関して得られた各エラストマー層を乾燥する工程；
ｂ　）先の工程後に得られるように前記エラストマー層の表面の１つ以上の部分または全
体へ高強度ファブリック層を適用する工程であり、このファブリックが前記ファブリック
層と直接接触するエラストマーについての少なくとも１つの溶媒で含浸される、工程；
ｃ’）先の工程後に得られた金型/エラストマー/高強度ファブリックアセンブリを乾燥す
る工程；次いで
ｃ　）それを裏返しにすることによってグローブを取り出す工程。
【００４３】
　本発明に従うプロセスにおいて使用されるエラストマーは、ポリウレタン、クロロスル
ホン化ポリエチレン、ポリクロロプレン、ブチルゴム、合成または天然ポリイソプレン、
ポリビニルアルコールおよびそれらの混合物によって形成される群から選択され得る。
【００４４】



(8) JP 4392549 B2 2010.1.6

10

20

30

40

50

　本発明に従うプロセスは、ファブリックによって、有機溶媒中または水中の前記エラス
トマーの溶液に由来する１つ以上のエラストマー層を強化することを可能にする。このよ
うなプロセスは、今までに公知のグローブ製造プロセスの欠点を軽減する。
【００４５】
　これは、有機溶媒中または水中の前記エラストマーの溶液に由来するエラストマー層が
ファブリックで強化されること、およびファブリックの全ての繊維をコーティングする（
これによってファブリックの柔軟性の損失を生じる）ことなくそれを行うことを可能にす
る方法は先行技術において全く記載されていないからである：提案される方法は、凝固溶
液で所望の形状の金型上に配置されたファブリックを吸収させ、次いで水性エラストマー
分散体中でファブリックを浸漬することである。このエラストマー分散体は、例えば、欧
州特許第０　７１６　８１７号において記載されるように、その厚さ全体に浸透すること
なく、ファブリックの表面で凝固する。次いで凝固溶液を除去するための工程は、グロー
ブが加硫処理されそして金型から引き出す前に必要である。
【００４６】
　「裏返して」グローブを製造すること（すなわち、エラストマー層を形成し、次いで接
着剤または潤滑剤を使用してこれらの表面にファブリックを接着させること）を包含する
他の方法はまた、米国特許第４　２８３　２４４号に開示されるように、水性分散体中の
エラストマーの使用を必要とする。
【００４７】
　それゆえ特に有利なことには、本発明に従うプロセスは、浸漬技術によって、前記エラ
ストマーの溶液に由来するエラストマー層を含むグローブを製造することを可能にし、こ
れらの層はファブリック層で強化されている。本発明に従うプロセスにおける新規な連続
工程は、これら２つの材料が工程ｂ）のプロセスの間にお互いに接触される場合、エラス
トマーとファブリックとの間の制限された相互浸透を可能にする。エラストマーは、高強
度のファブリック層の厚みに部分的にのみ浸透し、ファブリックの全てのメッシュがエラ
ストマーでコーティングされることを妨げる。従って、ファブリックは柔軟なままであり
、その機械的特性を保持する。これは、非常に柔軟性でありかつはめるのに快適なグロー
ブ、使用者が、非常に正確な動きを維持する間に慎重な仕事（ｍｅｔｉｃｕｌｏｕｓ　ｔ
ａｓｋｓ）を実施し得るのに必須の特性を獲得するのを可能にする。
【００４８】
　特に、本発明に従って、ファブリックをエラストマーに固定することに関与するいずれ
の接着型プロダクトもなしでグローブを製造することが可能であることが注意されるべき
である。これは、グローブが放射性物質を取り扱うのに使用される場合、重要な利点であ
る。なぜなら、接着型プロダクトは放射線分解に対して一般に感受性であるからである。
グローブが接着剤によって共に結合されるファブリックおよびエラストマーから形成され
る場合、放射線分解による接着剤の分解は、グローブにその保護特性を喪失させ易い。
【００４９】
　さらに、本発明に従うグローブは、ヒトの手が完全に保護されることを可能にし、そし
て物体を取り扱う際にヒトの手が全てのその器用さを維持することを可能にする柔軟性（
ｐｌｉａｎｃｙ）を有する。
【００５０】
　本発明の主題はまた、放射性物質または危険な化学薬品（例えば、腐食性化学薬品）ま
たは生物学的材料を取り扱うための前記のようなグローブの使用である。
【００５１】
　本発明の主題はまた、前記のような少なくとも１つのグローブを含むことを特徴とする
グローブボックスであり、すなわち、外部環境から分離される必要があるプロダクト、ま
たは使用者または取扱者が接触してはならないプロダクトを取り扱うためのシールされた
エンクロージャ（ａ　ｓｅａｌｅｄ　ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ）である。
【００５２】
　前記提供は別として、本発明はまた、以下の記載より明らかとなる他の提供を包含し、
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これは、本発明に従うグローブの製造の詳細な実施例を参照する。しかし、これらの実施
例は単に本発明の主題を例示するために与えられ、これらはいかなる意味でもその制限を
示さないことが当然理解されるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　（実施例：本発明に従う放射線分解耐性グローブの製造）
　ファブリック層（すなわちＤＹＮＥＥＭＡ（登録商標）（ＤＳＭによって販売される高
強力ポリエチレンファブリック））で強化されたポリウレタン層を含む本発明に従うグロ
ーブを、以下に記載のプロセスによって得た。
【００５４】
　最初に、有機溶媒（例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミドま
たはテトラヒドロフラン）またはいくつかの有機溶媒の混合物のポリウレタン溶液中に、
手の形状および寸法を有する金型を浸漬する工程を実施した。
【００５５】
　有機溶液中で溶解し得、そして溶媒の蒸発後にフィルムを形成し得る当業者に公知の任
意のポリウレタンを使用し得る。例として、芳香族又は脂肪族のポリウレタン、ポリエス
テルまたはポリエーテルタイプが言及され得る。しかし、これらの例は制限するのではな
く、溶解性特徴および前記のフィルム形成特性とは別に、３ＭＰａ未満の２０％伸長率、
７ＭＰａ未満の１００％伸長時のモジュラス、および２０ＭＰａを超える引張強さおよび
４００％を超える破断点伸びを有する任意のポリウレタンを使用し得る。
【００５６】
　金型に関しては、これは、慣例的にセラミックまたは金属から作製し得る。
【００５７】
　ポリウレタン溶液中に金型を浸漬することを６～２０回繰り返し、金型に関して得られ
た各ポリウレタン層を、ポリウレタン溶液中に再び金型を浸漬する前に、例えば、２０～
１３０℃の間の温度（好ましくは６０℃）で、１～３００分の間の時間（好ましくは６０
分）、オーブン中で部分的に乾燥する。ここで示される温度および時間は、使用される溶
媒および使用されるポリウレタンのタイプに依存する。
【００５８】
　それぞれの浸漬操作中に、金型を、ポリウレタン溶液中で３～３０分の間（好ましくは
１０分）維持した。
【００５９】
　このようにして金型に関して得られたポリウレタン層を、後者をポリウレタン溶液中で
１回以上浸漬した後、例えば、２０～１３０℃の間の温度（好ましくは８０℃）で、２～
２４時間の間の時間（好ましくは５時間）、オーブン中で完全に乾燥した。選択される温
度および時間の両方は、使用される溶媒および使用されるポリウレタンのタイプに依存す
る。
【００６０】
　高強度ファブリック（この場合ＤＹＮＥＥＭＡ（登録商標））は水を吸収し、この水は
、必要に応じて５０％までの非イオン性（例えばエトキシル化）界面活性剤を含んだ。こ
のファブリックを、上記で得られたようにポリウレタン層の表面の１つ以上の部分または
全体に適用し、ファブリックのポリウレタンへの適用は、ファブリック中の水の存在によ
って、そしてことによると界面活性剤の存在によって容易になった。
【００６１】
　例えば、使用者の前腕に対応するポリウレタン層の一部を覆うことなく、使用者の手に
対応するポリウレタン層の部分のみにファブリックを適用することが可能である。ポリウ
レタン層上の十分に規定された多数の領域において（例えば、手の内側表面に対応する領
域において、手のひらの領域において、および使用者の指に対応する領域に沿って）ファ
ブリックを適用することもまた可能である。
【００６２】
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　次いで前記ポリウレタンについての溶媒を、例えば、前記ポリウレタンについての少な
くとも１つの溶媒（Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミドまたはテトラ
ヒドロフラン）中に金型/ポリウレタン/高強度ファブリックアセンブリを含浸することに
よって、ＤＹＮＥＥＭＡ（登録商標）層と接触して適用した。
【００６３】
　２０～１００℃の間の温度（好ましくは７０℃）で上記で得られた金型/ポリウレタン/
高強度ファブリックアセンブリを乾燥することは、ファブリックがこれら２つの材料間の
界面部分においてポリウレタンと接着するのを可能にした。ＤＹＮＥＥＭＡ（登録商標）
層と接触して適用されるポリウレタンについての溶媒は、実際に、このエラストマーの表
面が部分的な溶解を生じ、これによって、ファブリックに接着し得、ファブリックおよび
ポリウレタン層は、溶媒の完全な蒸発後に互いに対して完全に接着する。
【００６４】
　最終的に、グローブを単純に裏返しにすることによって金型から取り出した。放射線分
解に対して少なくとも２４ヶ月耐性であるグローブを得た。
【００６５】
　上記に記載された放射線分解耐性グローブの製造の例において、ポリウレタンに関連し
て上記に記載されたのと同じプロトコルを使用して、その化学的耐性特性について選択さ
れたエラストマーの溶液中に最初に金型を浸漬し、次いでポリウレタン層に高強度ファブ
リックを適用する前にポリウレタンまたは別の放射線分解耐性エラストマーの溶液中に金
型を浸漬することもまた可能である。このようにして、２つの異なるエラストマー層を含
む本発明に従うグローブ（このグローブは放射線分解的および化学的の両方に耐性である
）を得る。
【００６６】
　上記から明らかなように、本発明はその実施方法、その実施形態またはより明確に記載
されている適用に対して決して限定されない；反対に、本発明は、当業者の能力の範囲内
であり得る全ての改変物を包含し、それにより本発明の文脈または範囲のいずれからも逸
脱することはない。
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